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日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊏

２ ㊐

３ 月 九建協コンサルタント会議（鹿児島）

４ 火 宮崎県建設業協会建築委員会 車両系（解体用）運転第２種及び短縮
技能講習（延岡）

５ 水

６ 木

７ 金

小型車両系建設機械（整地・掘削）運
転特別教育（８日まで延岡）
基金九州地区総合厚生年金基金協議会
役員会（福岡）

８ ㊏ 東九州自動車道北浦ＩＣ～須美江ＩＣ開通

９ ㊐ 平成25年度下期建設業経理検定試験

10 月 九建協各県建設業協会会長会議、九地整
との意見交換会（福岡）

車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（15日まで清武）

11 火 基金企業年金連合会九地協宮崎部会連
絡打合会（宮崎）

12 水

13 木 全建理事会・協議員会（東京）
技士会九州事務局長会議（福岡） 建退共本部運営委員会・評議員会（東京）

14 金 災防団体連絡協議会（宮崎）
建災防本部常任理事会（東京）

15 ㊏

16 ㊐ 東九州自動車道日向ＩＣ～都農ＩＣ開通

17 月 本県選出国会議員との意見交換会（東京） 基金納入告知書発送

18 火

19 水 宮崎県防災会議

20 木
宮崎県建設業協会常務理事会、県土整備
部との意見交換会
宮崎県議会２月定例会閉会

宮崎県火薬保安協会理事会

21 ㊎ 春　分　の　日 春　分　の　日 春　分　の　日

22 ㊏

23 ㊐

24 月 建退共支部事務局長会議（東京）

25 火

全建全国専務理事・事務局長会議（東京）
建設業振興基金全国協議会（東京）
宮崎県建設業協会土木農林、労務・資材
対策委員会

26 水

27 木

28 金

29 ㊏

30 ㊐

31 月

平成26年３月行事予定表
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【ホームページ】
項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 宮崎河川国道事務所 平成26年度災害時協力会社の募集につ
いて(募集締切 2/21まで) 宮 崎 河 川 国 道 事 務 所 PDF

【会員専用】
項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1
2014.02.01 平成26年度公共工事設計労務単価データ
（宮崎県並びに九州各県）を更新いたしました。

宮 崎 県 建 設 業 協 会 PDF

※上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しております ID及びパスワードが必要となります。
　当協会ホームページアドレスにつきましては、会報表紙をご覧ください。

年　度 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年度当初 862 899 948 957 946 946 923 902 885 844 816 797 759 610 553 524 509 504 505 

入 会 数 38 82 20 11 24 8 7 8 9 4 11 8 1 4 3 6 8 13 4 

退 会 数 1 33 11 22 24 31 28 25 50 32 30 45 150 61 32 21 13 12 9 

年 度 末 899 948 957 946 946 923 902 885 844 816 797 759 610 553 524 509 504 505 500 

※H8 支部として建築協会加入、H19 建築協会脱退、H25はH26.2.28現在

県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内（26.2月分）

宮崎県建設業協会員数の推移
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１．平成25年度第11回常務理事会を開催

　平成26年２月12日（水）午後１時00分、第11回目の常

務理事会が建設会館２階「委員会室」において、谷口副会

長を除く役員11名出席のもと開催された。

　開会にあたり永野会長より「本日は、審議する議題が多

いが皆さんの意見をお聞きしながら進めたい。また、常務

理事会の後に県土整備部、そして農政水産部と意見交換会

が続くが、議事進行にご理解とご協力をいただきたい。」

と挨拶を述べられ、議事に移った。

　議題については次のとおり。

　議題１　平成26年度事業計画並びに収支予算案について

　樫村事務局長が参考１～３と資料１～４に基づき、平成

25年度の決算見込みと平成26年度予算案を報告した。

　事業計画案については総務委員会の諮問に基づき、重点

項目に共同受注に向けた組合組織の促進を追加したことを

報告した。

　防災・減災システム整備計画案については、導入効果に

ついて質疑があり、様々な機関と防災協定や防疫協定を締

結しており、その初動体制の円滑化や業務の効率化を図る

こと、また、今後、南海トラフ地震津波等大規模災害への

対応も求められ、必要なシステムであることを報告し、平

成26年度予算案について、２月21日の理事会に諮ることが

承認された。

　また、公益目的支出について、当初の計画通り７年間での消化が順調に進んでいることを併せて報告

した。

　議題２　農業土木協議会等に関する今後の組織体制について

　岡田専務が資料５に基づき、常置委員会改編案と定款第42条委員会規程の追加改定案を報告して承認

された。

　常置委員会改編案は、従来の委員会に加え、専門業者のみで構成される常置委員会（農業土木委員会、

国土交通委員会）を設置し、組織体制の強化を図る。

　議題３　防災・防疫等協定について

　樫村事務局長が参考４に基づき、本会の協定締結一覧について報告した。続いて資料６に基づき、大

阪航空局との宮崎空港の早期復旧活動に関する協定書案を報告して承認された。また資料７に基づき、

県との道路異常箇所の情報提供に関する協定書案を報告して承認された。

宮崎県建設業協会

永野会長挨拶

第10回常務理事会
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　議題４　平成26年度全国建設業協会長表彰の推薦について
　大谷総務課長が資料８に基づき、全国建設業協会長表彰の推薦について第２条５名、第４条15社、第

５条５名の報告を行い承認された。

　議題５　宮崎県議会自民党会派並びに宮崎県との意見交換会について
　樫村事務局長が資料９に基づき、２月17日（月）開催の宮崎県議会自民党会派との意見交換会の出席

者と会場について報告を行った。

　続いて資料10―１に基づき、本会が実施した指名競争入札についてのアンケート結果に基づく方向性

について審議を行った結果、①来年度も指名競争入札の試行を継続すること。②試行件数はＢクラス以

下の全体入札の１／３以上とし、500件以上は試行すること。③発注標準額は現行通りの3,000万円未満

とすること。④指名業者数はＢクラスが８社以内、Ｃクラスが６社以内とすること。⑤指名競争入札に

実績等の条件をつけないこと。以上５項目を本会の方針とすることが承認された。

　議題６　労務単価引き上げについて
　大谷総務課長が参考５に基づき、２月１日以降の設計労務単価引き上げについて報告を行い、続いて

参考６に基づき、国交省から県に対して技能労働者への適切な賃金水準確保について要請文が出されて

いることを報告した。

　議題７　その他
　岡田専務が参考７に基づき、厚労省による地域人づくり事業についてスキームを報告した。このこと

は県土整備部との意見交換会において県から説明が行われることを報告した。

　続いて、安全足場設置推進議員連盟の決議文を情報提供した。

　議題８　次回常務理事会開催日について（３月、４月）
　永野会長が、３月の常務理事会は３月20日（木）に、４月の常務理事会は４月15日（火）に開催す

ることを提案して承認された。

　以上、午後３時00分、すべての議案を審議し終了した。

２．第13回宮崎県建設業協会と宮崎県県土整備部との
　　意見交換会を開催
　平成26年２月12日（水）午後３時30分、建設会館５階「会議室」において、第13回目の意見交換会

が開催された。

　出席者については下記のとおり。

　◇宮崎県県土整備部
　　管　理　課：郡司部参事兼課長、田村課長補佐、高妻主幹、日高主幹

　　技術企画課：髙橋課長、大坪課長補佐、桑畑主幹、原口主幹、岩切主幹、春田主査

　◇公共三部共管
　　工事検査課：永野課長、米倉専門員

　◇宮崎県建設業協会
　　常務理事会：永野会長、川上・山﨑副会長

　　　　　　　　堀之内・淵上・林・仁科・河野・甲斐・

　　　　　　　　竹尾常務理事
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　　事　務　局：岡田専務理事、水元顧問、樫村事務局長、東・林田・大谷課長

【永野会長挨拶】
　国会の予算委員会で補正予算が可決して、１兆円規模の

公共事業予算がついたが良い方向に向かうことを期待して

いる。また、２月からの労務単価引き上げを早速対応して

いただきお礼を申し上げる。業界としては財務内容が厳し

くても賃金として還元する必要があると感じる。労働環境

を改善するためにも、平成25年度補正予算と平成26年度予

算の平準化執行をよろしくお願いしたい。

【郡司部参事兼管理課長挨拶】
　県の予算が２月定例議会で決まるが、平成25年度補正予

算も平成24年度補正予算の１／３は確保できた。平成24年

度補正予算と平成25年度予算の未消化分を含めると事業量

的には平成26年度も平成25年度並みに確保できる。県土整

備部としては対前年度以上を要求しており知事の関心も高

い。平成24年度補正予算は事故繰越で２月に再発注して、

平成25年度未消化分を含めて消費税対策として切れ目のな

い発注を行いたい。

◆県からの情報提供について（説明順）
⑴　地域人づくり事業の概要について（管理課）
　資料に基づき、コンソーシアム型共同体による建設業若年者入職促進・人材育成事業（案）の説明

が行われた。国の補正予算額が1,020億円であり本県の配分額は決まっていないこと。各部の配分は

商工観光労働部で調整中であること。共同体ができなかった場合は事業を見送ることが報告された。

⑵　建設工事における指名競争入札の試行状況について（管理課）
　資料に基づき説明が行われ、工事現場に近接する企業の状況についての検証状況は土木一式と建築

一式は旧44市町村をベースにして、ほ装並びにとび・土工・コンクリートは土木事務所管内をベース

にして算出したこと。指名競争入札に肯定的な意見が７割あったこと。検証結果の工期短縮状況と工

事成績評定点はサンプル数が少ないため判断できないことが報告された。　　

⑶　入札不調・不落対策のための取組について（管理課）
　資料に基づき説明が行われ、対策の①現場代理人の兼

務制度の促進と②現場着手までの間の技術者の専任を求

めない入札の実施が不調対策、③再度の入札等における

最低制限価格未満入札者に対する参加資格の拡大が不落

対策であることが報告された。③については再入札が不

落になった場合は随契で対応する。※③については、意

見交換会後、県が再協議し、取組みとして行わないこと

で決定している。

郡司課長挨拶

県土整備部との意見交換会

永野会長挨拶
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⑷　工事成績評定の改定に伴う評定の試行について（技術企画課）
　資料に基づき説明が行われ、評定配分の変更により現行に比べて評定点数が下がったことが報告さ

れた。

⑸　平成26年２月公共工事設計労務単価の適用にかかるｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞの請求について（技術企画課）
　配付した資料は土木事務所から業者に配るようにした文書であることが報告された。　　　　　　

　　　　　　　　　　　

◆意見交換
⑴　地域人づくり事業の概要について
　本会　→特に意見はなかった。

⑵　建設工事における指名競争入札の試行状況について
　　本会　→指名競争入札は地域育成につながるためサンプル数を増やしていただきたい。

　　　県　→年度途中から試行を始めたのでサンプル数が少ない。次年度も試行を続けたい。

　　本会　→同じ地域に指名が偏る傾向がみられるため是正をお願いしたい。

　　　県　→選定基準の14項目について偏りがでないように検討中である。

　　本会　→指名辞退者のペナルティを検討するのか。

　　　県　→アンケート結果によると、辞退理由として技術者がいないとか手持ち工事が多いとの回答

が多い。一定期間指名を見合わせて別の業者に指名機会を与えることを検討したい。

⑶　入札不調・不落対策のための取組について
　　本会　→対策が３項目では心細いと感じる。積算対策はどうなのか。

　　　県　→今回は２月の取組を出した。その他の取組は３月に提示したい。

　　本会　→最低制限価格未満の業者の再入札を認めることは、チャンスを与えることが目的なのか。

　　　県　→最低制限価格未満の業者に再入札を認めることは全国的な傾向である。

⑷　工事成績評定の改定に伴う評定の試行について
　　本会　→国と県の評価基準について、例えば難易度基準は違うのか。

　　　県　→県では大規模工事がないため難易度基準は採用しない。

　　本会　→県独自の評価基準は良くないから国の評価に近づけるというが、公共３部で技術専門員を

持つ本県としては国に合わせることと矛盾するのではないか。

⑸　平成26年２月公共工事設計労務単価の適用にかかるインフレスライドの請求について
　　本会　→特に意見はなかった。

⑹　その他
　　本会　→来年度も緊急経済雇用対策の継続をお願いしたい。

　以上、午後４時35分、意見交換会を終了した。
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３．農業土木幹部職員と宮崎県建設業協会（農業土木協議会）
　　との意見交換会を開催
　平成26年２月12日（水）午後４時30分、建設会館５階「会議室」において、農政との意見交換会が

開催された。

　出席者については下記のとおり。

　◇農政水産部
　　農村整備課：河野課長、東課長補佐

　　農村計画課：原畑かん営農推進室長、中山課長補佐、内田主幹

　◇公共三部共管
　　工事検査課：岩永工事検査監

　◇出先機関等
　　南那珂農林振興局：猪股局長　　　　　　西諸県農林振興局：三好局長

中部農林振興局　：図師農村計画課長　　北諸県農林振興局：小野農村計画課長

児湯農林振興局　：山本農村整備課長　　東臼杵農林振興局：日高農村整備課長

西臼杵支庁　　　：鬼束農政水産課長

　◇宮崎県建設業協会（農業土木協議会）
堀之内農業土木協議会会長、竹尾農業土木協議会副会

長、永野県建設業協会長、川上宮崎地区建設業協会長、

山﨑延岡地区建設業協会長、淵上小林地区建設業協会

長、林東諸地区建設業協会長、仁科西都地区建設業協

会長、河野高鍋地区建設業協会長、甲斐日向地区建設

業協会長

【堀之内農業土木協議会会長挨拶】
　遅い時間からの意見交換会になりご迷惑をお掛けするが

よろしくお願いしたい。昨年末に不調工事が多く発生した

が、今後は業者が喜んで工事を受注する環境を作りたいの

で、意見交換会が良い方向に向かうことを期待したい。

【河野農村整備課長挨拶】
　日頃から農業事業にご協力をいただき、また、平成24年

度補正予算で事業量が増加したなか、再入札では無理をし

ていただき感謝を申し上げる。

　事故繰越は財務局との調整が不慣れなため作業が遅れて

いるが、年度内に発注したい。簡素化も進めたいし、個別

の案件は各振興局と相談いただきたい。

　ＰＥＤは本日から２月末まで県内６ヶ所で消毒ポイント

を設置したが、感染が拡大する場合は協会に作業をお願い

するかもしれない。そのときはご協力をお願いしたい。

　挨拶後、堀之内会長が議長になり議事に入った。

堀之内農業土木協議会会長挨拶

河野農村整備課長挨拶
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◆意見交換会
⑴　平成24年度補正予算の事故繰越について（農村計画課）
　財務局との調整を年末から続けている。２月末か３月初旬には承認がもらえるのではないかと考え

る。地方自治法では３月末までに契約したものに限り事故繰越が認められる。３月末までに25年度予

算を含めて30件予定しているが、事故繰越に係るものが

14件４億３千万円あるため、発注する際にはご協力をい

ただきたい。

　　本会　→事故繰越案件の発注方法はどうするのか。

　　　県　→出先に任せているが、個別に話し合いをしたい。

⑵　入札不調・不落体策の取組について（農村計画課）
　技術者の配置条件を緩和したため、３月末まで技術者

が空いていなくても３月に契約して４月に工事を開始し

ても大丈夫である。

　パイプライン工事の簡素化は４月以降も検討したい。

また、現場に応じた積算を指示している。

　　本会　→森林工事の参考例であるが積算が合わない赤字工事が多いことが不調・不落の原因である。

（工事現場の写真を提示して説明）

　　本会　→工種が違っても現場代理人の兼務はできるのか。

　　　県　→工程調整が可能であれば兼務できる。

　　本会　→管理課からもらった不調対策のための取組では不十分である。

　　　県　→設計金額のことは議会からも言われている。現場の実態に則しできる部分から対応したい。

　　本会　→工事評価の改定について農政の基準は統一されるのか。

　　　県　→３部共通は統一した。圃場整備等農政独自のものはそのままである。

本会　→施工環境の難易度の加点はどうなるのか。

　県　→要望があることは理解している。

本会　→電子納品と施工パッケージの対応は如何か。

　県　→施工パッケージは考えていない。電子納品は将来的には進めたいが協議の段階である。

⑶　農業土木協議会について
　竹尾副会長より報告があり、本日の常務理事会において、本会に農業土木委員会を設置する方向に

なったが、設置については理事会に諮り、それに伴う定款の変更は総会に諮ることが必要になる。委

員は各地区から１名ずつ選ぶが、農政専門の業者が入ることになることを報告した。

　また、堀之内会長より、補足説明として、メンバーの構成は委員会設置後になるが、意見交換会等

具体的な運営は常務理事会との２本立てを考えていることを補足した。

　以上、午後５時40分、意見交換会を終了した。

農業土木幹部職員との意見交換会
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４．平成26年度予算審議等理事会報告について

　来年度の予算について審議する理事会を２月21日（金）、宮崎県建設会館５階「会議室」において役

員44名（理事41名、監事２名、顧問１名：定足率全理事85.4%）が出席して開催され、定款第34条第１

項により、理事の過半数が必要であり、有効である旨報告し、開催された。

　永野会長が議長となり、下記の事項に審議が行われた。理事より、事業計画の防災・減災システムに

ついて要望があり、組織での十分な対応、行政との情報の共有を図ることで全議案承認された。

　議案については次のとおり。

⑴　平成26年度事業計画並びに収支予算案について

⑵　常置委員会の改編及び定款の改正案について

　また、報告事項として

⑶　建設業協会防災・防疫協定締結等一覧について

⑷　労務単価の引き上げについて

⑸　技能労働者への適切な賃金水準の確保について

⑹　厚生労働省「地域人づくり事業」の概要について

永野会長挨拶 理事会①

理事会②
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５．消費税率引き上げに伴う経営状況分析手数料の改定について
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）

６．平成26年度宮崎県産業開発青年隊隊員募集について
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20 万円程度
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事業協同組合雇用改善コーナー雇用改善コーナー

 平成25年６月５日　

　一般社団法人 宮崎県建設業協会
　　　会　長　永野征四郎 様

 　宮崎県知事　　河　 野　 俊　 嗣　　　　　　　

 宮崎県教育長　　飛　 田　 　　 洋　　　　　　　

 宮崎労働局長　　松　 竹　 泰　 男　　　　　　　

新規学校卒業予定者等の採用について（お願い）

　新規学校卒業者等の就職に係る取組については、平素より御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。　
　本県の雇用情勢につきましては、有効求人倍率が0.7倍台を維持しているものの、依然として厳しさ
が残り、改善の動きを弱めたままの状況にありますが、一部には明るい動きが見られます。特に平成25
年３月末における新規高等学校卒業者の就職内定率は99.1％と、調査開始以来、最高の結果となりまし
た。このことは、県内の多くの企業や事業所の皆さまの御理解・御協力の賜物と深く感謝しております。
　このような中、国及び県におきましては、求人の確保や就職支援等に全力で取り組みますとともに、
キャリア教育の推進により、望ましい勤労観・職業観の育成にも努めているところです。
　つきましては、一人でも多くの新規学校卒業予定者が希望する職業に就くことができますよう、求人
枠の拡大及び早期提出、並びに大学や高等学校等卒業後３年以内の既卒者における新卒枠での応募受付
につきまして、特段の御配慮をお願い申し上げます。
　併せまして、関係団体の皆様及び事業主の皆様にこの旨御周知くださいますようお願いいたします。

（文書取扱）
　宮崎県商工観光労働部労働政策課
　宮崎県教育庁学校政策課
　宮崎労働局職業安定部職業安定課

１．新規学校卒業予定者等の採用について
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２．就職・採用活動開始時期の変更について

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8598.html

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ywforum/zikihenkou_info.html

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8598.html
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事業協同組合

１．地域建設業経営強化融資制度について
　　　　（平成26年４月１日より実施期間、助成金利が変わります。）
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技 士 会

１．平成26年度1級(学科)・2級土木施工管理技術検定試験
　　受験準備講習会のご案内
　近年、１級・２級とも土木施工管理技士の資格取得が難しくなっております。宮崎県土木施工管理技
士会では、毎年、宮崎県建設業協会の後援により１級・２級土木施工管理技術検定試験の受験準備講習
会を開催しています。
　講習会は、一般財団法人地域開発研究所のテキストを使用し、経験豊富で優秀な講師による受験対策
のポイントを押さえた講義を実施しており、受講者に好評をいただいております。
　平成26年度の日程等につきまして、下記のとおり計画いたします。資格取得を目指す技術者の皆さん、
準備をお願いします。

日　　程　　１級学科講習　６日間
　　　　　　　　　　平成26年５月14日（水）～５月16日（金）
　　　　　　　　　　平成26年５月28日（水）～５月30日（金）
　　　　　　２級学科・実地講習　６日間
　　　　　　　　　　平成26年７月16日（水）～７月18日（金）
　　　　　　　　　　平成26年７月30日（水）～８月 １日（金）
場　　所　　宮崎県建設会館　　宮崎市橘通東２丁目９番19号
問い合わせ　宮崎県土木施工管理技士会　０９８５－３１－４６９６
　　　　　　または各地区建設業協会

２．平成26年度　１・２級土木施工管理技術検定試験の
　　申込書受付について（お知らせ）
　平成26年度の１・２級土木施工管理技術検定試験の申込書受付が始まります。受付期間が短いので、
手続きをお忘れないように早めに準備してください。
　この技術検定試験は、土木工事に従事する者を対象に技術力の向上を図ることを目的として、建設業
法第27条の規定により実施される技術検定制度です。
　この検定試験に合格されますと、土木工事において施工計画を作成し、現場における工程管理、安全
管理等を行う主任技術者または監理技術者になることができる土木施工管理技士の資格を取得すること
ができます。

　申込み用紙につきましては、１・２級とも３月14日販売開始となっております。詳しくは（一財）全
国建設研修センターのホームページをご覧ください。

受付期間　　１級　平成２６年４月　１日（火）～４月１５日（火）
　　　　　　２級　平成２６年４月１４日（月）～４月２８日（月）
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３．２級土木施工管理技術検定の合格発表
　平成25年10月27日（日）に実施されました２級土木施工管理技術検定の合格発表が、平成26年２月
６日にありました。
　全国の会場で30,044名が受験し、12,016名が合格、合格率40.0％、と昨年に比べ合格率が上昇しました。
鹿児島会場は、受験者927名、合格者322名、合格率は全国平均より低く、34.7％でした。
　（一財）全国建設研修センターのホームページに合格者の受験番号が掲載されております。合格され
た方は、九州地方整備局長に対し、技術検定合格証明書の交付手付きが必要となりますので、忘れずに
手続きをしてください。

種別：土木
●実施状況：（平成25年10月27日実施　 全国19地区 39会場） 

　 学　科　試　験 実　地　試　験
学科試験のみ
合格者数試験地 出席者数 合格者数 合格率

(%) 出席者数 合格者数 合格率
(%)

札　幌 1,044 604 57.9 1,119 444 39.7 327

釧　路 242 103 42.6 248 85 34.3 49

青　森 668 370 55.4 519 219 42.2 232

仙　台 2,821 1,585 56.2 2,700 1,122 41.6 854

秋　田 446 247 55.4 438 185 42.2 127

東　京 6,491 3,718 57.3 7,286 3,061 42.0 1,852

新　潟 1,136 625 55.0 1,173 491 41.9 298

富　山 843 528 62.6 799 333 41.7 324

静　岡 844 434 51.4 852 336 39.4 234

名古屋 2,584 1,405 54.4 2,693 1,142 42.4 733

大　阪 3,429 1,840 53.7 3,870 1,465 37.9 905

松　江 435 234 53.8 440 160 36.4 130

岡　山 767 378 49.3 805 296 36.8 202

広　島 878 509 58.0 1,061 437 41.2 239

高　松 851 438 51.5 906 311 34.3 258

高　知 295 167 56.6 298 109 36.6 107

福　岡 3,464 1,872 54.0 3,466 1,341 38.7 1,082

鹿児島 983 474 48.2 927 322 34.7 289

那　覇 439 210 47.8 444 157 35.4 121

計 28,660 15,741 54.9 30,044 12,016 40.0 8,363
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４．平成26年度監理技術者講習の日程お知らせ
　監理技術者講習につきましては、現行の建設業法では講習受講修了証が必要なため、平成26年度も技
士会主催講習を下記のとおり実施します。会場は宮崎県建設会館となっています。

日　　　　　程 場　　　　　所

平成２６年　５月１３日（火） 宮　崎　県　建　設　会　館

平成２６年　８月　４日（月） 〃

平成２６年１１月１４日（金） 〃

　「監理技術者講習」につきましては、平成２２年５月の「事業仕分け」において、「監理技術者資格者
証」の交付の廃止と義務として「監理技術者講習」の廃止が出されました。
　これを受けて国交省は「技術者制度検討会」を設置して技術者制度のあり方全般について検討を行い、
必要な資格等を有し雇用関係の明確な技術者を専任制も含めて発注者が容易にアクセスし確認できるし
くみとして「技術者データベース」の整備を打ち出しています。
　しかしながら、国交省は今国会にも「監理技術者」に関する建設業法について法案の改正は提出して
おりません。

監理技術者とは、

　発注者から直接、公共工事を請け負い、そのうち、総額3,000万円以上
を下請け契約して工事を施工する場合(土木)は、監理技術者を工事現場に
置かなければなりません。
　監理技術者は、常に最新の法律制度や技術動向を把握する必要があるこ
とから、現行の建設業法では、監理技術者講習を修了した日から５年を経
過することのないように国土交通大臣に登録された監理技術者講習を受講
し、講習修了証を携帯しなければならないことになっております。
　また、講習修了証とは別に監理技術者資格証の交付を受ける必要があり
ます。資格者証の交付につきましては、建設業技術者センターのホーム
ページに案内があります。
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建 退 共

１．建退共 Ｑ＆Ａ（退職金の請求関係）
Ｑ１　退職金の請求ができるのはどのような場合で、その手続きは。
Ａ　建退共制度の退職金は、加入している労働者（被共済者）が建設業で働かなくなったときや、独
立して事業を始めたときなどの場合（請求事由）に請求することができます。
　ただし、手帳に貼付された共済証紙の合計（掛金助成50日分を含む）が24月（500日）以上（被共
済者死亡の場合は12月（250日））必要です。
（請求できる場合）
　労働者（被共済者）が
　１　独立して仕事を始めた。
　２　無職になった。
　３　建設関係以外の事業主に雇われた。
　４　建設関係の事業所の社員や職員になった（事業主になった場合も含む）。
　５　けが又は病気のため仕事ができなくなった。
　６　満55歳以上になった。
　７　死亡した。
（請求できる人）
　退職金を請求することができるのは、共済手帳に記載されている労働者本人（またはその遺族）に
限られていますので、労働者自身で請求手続きをしていただくことになります。
　事業主から、「会社から直接本人に渡してあげたい」とのお問い合わせがありますが、事業主が請
求したり、退職金を受け取ったりすることはできません。
（請求手続き）
　請求手続きは、労働者本人（手帳の名義人）が、「退職金請求書」（様式第007号）に、「共済手帳」（現
在使っているもの）、「住民票」（原本）を添えて、建退共宮崎県支部に提出（郵送の場合は簡易書留）
してください。
　振込み先は、請求書に記載された本人名義の口座（金融機関の確認印が必要）です。
　請求書を提出してから本人の口座に振り込まれるまでに約１か月ほどかかります（２～３日前にハ
ガキで通知があります）。
　なお、本人に対しては、退職金を受領した旨を事業主へ連絡するようお願いしています。

Ｑ２　労働者（被共済者）が会社（共済契約者）に多大な損害を与えたので、退職金の不支給ま
たは減額の措置はできませんか。
Ａ　中小企業退職金共済法に基づき不支給にはできませんが、事業主（共済契約者）から申し出があり、
厚生労働大臣が認めた場合は、減額して支給することはできます。
　事業主は、認定を受けようとするときは、労働者の退職事由が中小企業退職金共済法施行規則第18
条で定める基準（横領などの刑罰法規、会社への重大な損害、秘密漏洩など）に該当することを明ら
かにした「退職金減額認定申請書」を労働者が退職した日の翌日から起算して二十日以内に厚生労働
大臣に提出する必要があります。

★　建退共全員加入で明るい職場（加入率のアップ）　★

★　お疲れさまに貼る１枚（手帳更新率のアップ）　★
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２．建退共宮崎県支部取扱状況（１月分）
建退共宮崎県支部　

　　区分
月別　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　　区分

月別　　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（12月の状況）

12月末計
社 名 前年度まで

の 累 計

冊 件 千円 千円

2,879 48,037 399,809 45,398 27,238,430 113,180,330

加　　入 9 130 当　月　分 775 57 45,393 58,706

脱　　退 5 61 25 年度分 7,515 845 678,939 570,882

１月末計 2,883 48,106 累　　　計 407,324 46,243 27,917,369 113,751,212

１．事　業　概　況（１月分）
１．適　用 （平成26年１月末現在）

設立事業所数
加　　入　　員　　数

男 女 計

300 社 3,552 533 4,085

２．給　付
　⑴　老齢年金給付及び一時金の裁定状況（平成25年度） （金額：円）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

退職年金
新規裁定 25 5,247,300 182 46,086,200 
失 権 者 11 2,457,500 92 15,408,200 

選 択 一 時 金 24 16,109,300 101 79,487,300 
脱 退 一 時 金
（企業年金連合会移換を含む） 20 3,136,400 146 24,065,600 

遺 族 一 時 金 1 509,000 7 4,176,200 

　⑵　年金受給権者数 （金額：円）

件数 年　金　額
内　　　　　訳

全額支給 一部支給 全額停止
件数 年　金　額 件数 年　金　額 件数 年　金　額

5,998 1,293,428,500 5,897 1,239,057,900 42 25,988,300 59 28,382,300 

３．保有資産（時価）

年金給付等積立金 16,432,645,113 円

厚生年金基金
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１．平成26年度上半期（４月～９月）講習会の案内
　会員事業場には２月下旬に年間予定表を送付しています。

講　習　名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 備　考

作 

業 

主 

任 

者

足場の組立て等　
作業主任者

22～23
清武

3～4
延岡

5～6
清武

型枠支保工の組立
て等作業主任者

15～16
延岡

17～18
清武

地山の掘削等作業
主任者

27～29
清武

8～10
延岡

木造建築物の組立
て等作業主任者

19～20
清武

鉄骨の組立て等　
作業主任者

29～30
清武

コンクリ-ト造の
解体等作業主任者

20～21
清武

一　
　
　

般　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

等

職長・安全衛生責
任者教育

8～9
清武

10～11
延岡

2～3
清武

11月に延岡で
開催

足場点検実務者　
研修

13
清武

15
延岡

10月に清武で
開催

現場管理者統括　
管理講習

17
清武

リスクアセスメン
ト研修

26
清武

11月に延岡で
開催

低圧電気取扱い　
業務特別教育

9
清武

ダイオキシン類　
従事者特別教育

23
清武

熱中症予防指導員
研修

24
清武

2
延岡

5清武
26延岡

1清武
2高千穂

振動工具取扱い　
従事者教育

30
清武

丸のこ等取扱い　
従事者教育

10月に清武で
開催

酸欠・硫化水素作
業特別教育

21
清武

自由研削砥石の　
取替の特別教育

25
清武

10月に延岡で
開催

車両系建設機械運
転従事者安全衛生
教育

11月に清武で
開催

車 

両 

系 

建 

設 

機 

械

小型車両系（整地・
掘削等）特別教育

11～12
清武

6～7
延岡

4～5
清武

5～6
延岡

10月、12月清
武、1月延岡で
開催

ローラーの運転　
特別教育

9～10
延岡

25～26
清武

車両系（整地・掘
削等）技能講習

18～19
清武

23～24
清武

13～14
延岡

18～19
清武

29～30
延岡

12～13
清武

10月～3月清
武、延岡で開
催

高所作業車運転　
技能講習

25～26
清武

16～17
延岡

27～28
清武

8～9
清武

19～20
延岡

11月、2月清武、
1月延岡で開催

車両系（解体用）
技能講習

30
延岡

8清武
14清武

20清武
24清武

12月に延岡で
開催

不整地運搬車運転
技能講習

30～31
清武

11～12
延岡

26～27
清武

11月に延岡で
開催

（注）車両系建設機械(解体用)は、平成26年６月30日までに講習を受けないと、鉄骨切断機、コンクリ－ト破砕機、つ
かみ機の運転はできなくなるのでご注意下さい。

建 災 防
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現場には、「魔の時間帯」がある！
　サッカーでは、試合開始直後と終了間際の５分間は、得点・失点が生まれやすく「魔
の時間帯」と言われ、特に守備陣にとっては「危険な時間帯」であり、より高い緊
張感をもって臨む必要があると言われています。

現場にも、この「魔の時間帯」があります。
　例えば、下水道工事などで明かり掘削作業を行っている場合に、掘削して土止め
支保工を入れるまでの時間がこの時間であり、多くの土砂崩壊事故は、このわずか
な間に発生しています。
　また、現場では、荷の吊り込みや型枠の組立てや解体などの作業時に、設置して
ある手すりを外すことがあります。一時的に外した手すりを再び養生するまでの間
が「魔の時間帯」に当たり、多くの墜落事故もこの間に発生しています。

　製造業などでは、機械や設備は固定されており、一度、安全措置を講じれば「不
安全な状態」は解消されます。

しかし、建設現場は、
　　　日々、刻々と状況が変わります。
　昨日まで、１時間前まで安全な状態であった現場が、いつ事故が起きても不思議
ではない危険な状態に変わっていることがあります。
　災害防止のポイントの１つは、この「魔の時間帯」をいかにしてなくすか、ある
いは少なくするかであります。
　先ほどの例で言えば、明かり掘削作業で土質の状態が悪ければ掘削のピッチを短
くする、一時的に外した手すりは早急に復旧するなどの措置を講じることでありま
す。

　まずは、現場管理者が、作業開始前に、当日の作業で「魔の時間帯」が生じる作
業を把握し、安全な作業方法を検討するとともに、ミーティングで職長・作業員に
的確に指示する、また、パトロールをいつもよりこまめに行うことが不可欠でしょう。

安全衛生管理・労務管理に関する相談・問い合わせは下記までどうぞ
建災防　宮崎県支部　ＴＥＬ　０９８５（２０）８６１０

　当支部では、会員事業場からの安全衛生管理（労働安全衛生法など）、労務管理（労働基準法・
労働契約法など）に関する相談・問い合せを受け付けています。
　相談には労働安全・衛生コンサルタント、社会保険労務士などが対応します。また、相談内容
等の秘密は厳守します。

２．建災防からの安全メッセ－ジ③
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火薬保安協会

１．平成26年の火薬類保安講習会の開催について
　平成26年の火薬関係の各種保安講習会は、下記の日程で開催を予定しています。
○　保安手帳の６ページ右端欄の次回受講期限日が、「平成26年中」と記入されている方は、平成26年
中に保安教育を受講しなければ保安手帳の効力が失効します。
　受講申込は、所定の申込用紙で事前に宮崎県火薬保安協会へ申込んでください。
　申込用紙は、４月上旬に各会員事業所や各地区（市）建設業協会等に送付予定です。
○　申込会場が、会場定員を超えたときは、他の講習会場へ変更していただくことがあります。
○　台風災害、講習会場の都合、その他の事由で急きょ会場や日程を変更することがあります。
○　保安手帳の失効者は、再教育講習を受講して、従事者手帳の失効者は、従事者講習を受講して新た
に手帳の交付申請をしていただくことになります。
　　　　　　　　　

各 種 講 習 会 日 程

開催月日 曜 会　　　場 講習会種別 開始時間

　５月１５日 木 都 城 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

　６月　３日 火 宮 崎 県 建 設 会 館 再 教 育、（ 総 合 ）
責 任 者、 従 事 者

１０：００～
１３：００～

　７月２８日 月 宮 崎 県 建 設 会 館 知事試験養成講習 ０９：００～

　７月２９日 火 宮 崎 県 建 設 会 館 知事試験養成講習 ０９：００～

　８月　７日 木 高 千 穂 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

　８月２８日 木 日 南 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

　９月１８日 木 延 岡 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

１０月２３日 木 日 向 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

１１月　６日 木 西 都 建 設 会 館 責 任 者、 従 事 者 １３：００～

１２月１１日 木 宮 崎 県 建 設 会 館 再 教 育、（ 総 合 ）
責 任 者、 従 事 者

１０：００～
１３：００～

※　再教育（総合）講習会の講習開始時間は、10:00です。
※　責任者、従事者講習会の開始時間は各会場とも13:00です。
宮崎県建設会館には、会館内の各事務所の一般来客用の駐車場しかありませんので、講習受講者は、
必ず周辺の有料駐車場をご利用ください。　　

※　今年は、小林会場、高鍋会場がありませんので最寄りの会場で受講して下さい。
※　詳細は、宮崎県火薬保安協会（電話0985-25-4678）にお尋ねください。



－ 27 －

保証会社

Ⅲ．地区別の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 85 ▲15.8% 1,867 ▲50.6% 928 11.7% 30,861 10.5%
高 　 岡 11 266.7% 141 151.1% 152 58.3% 2,924 138.2%
西 　 都 24 ▲17.2% 377 ▲13.1% 272 32.7% 6,635 68.3%
高 　 鍋 20 ▲16.7% 289 ▲51.0% 259 22.7% 9,413 ▲2.5%
日 　 南 25 38.9% 539 ▲71.1% 275 8.3% 12,037 59.4%
串 　 間 5 ▲28.6% 104 ▲37.5% 173 0.0% 3,109 17.5%
都 　 城 31 ▲41.5% 350 ▲58.2% 550 18.8% 22,739 139.7%
小 　 林 40 14.3% 299 ▲46.9% 487 19.4% 11,567 32.5%
日 　 向 71 57.8% 1,365 88.1% 676 30.3% 22,471 ▲1.4%
延 　 岡 36 ▲21.7% 497 ▲71.6% 417 9.4% 15,892 ▲8.2%
西 臼 杵 51 50.0% 588 45.6% 390 15.4% 6,688 43.8%

計 399 1.0% 6,422 ▲42.6% 4,579 18.0% 144,340 24.5%

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（１月分）
 
 西日本建設業保証㈱　
 宮　崎　支　店　

Ⅰ．全般の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２５年度 399 1.0% 6,422 ▲42.6% 4,579 18.0% 144,340 24.5%
平成２４年度 395 ▲18.2% 11,184 25.9% 3,879 ▲3.3% 115,919 9.6%
平成２３年度 483 0.8% 8,883 ▲12.2% 4,011 1.0% 105,814 ▲15.3%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 6 ▲64.7% 191 ▲96.1% 366 11.9% 34,103 6.9%

独立行政法人等 6 200.0% 73 1.4% 55 5.8% 10,826 ▲20.4%
県 151 1.3% 4,058 36.5% 1,633 26.3% 43,860 26.3%

市 町 村 234 4.0% 2,079 ▲35.0% 2,472 14.5% 48,350 44.0%
そ の 他 2 0.0% 19 27.5% 53 10.4% 7,199 242.4%

計 399 1.0% 6,422 ▲42.6% 4,579 18.0% 144,340 24.5%
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　中間前払金制度とは、建設企業の資金需要へ的確に対応することを目的として、当初の前払金４０％
に加え、更に２０％の前払金を請求することができる制度です。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、
高原町、高鍋町、新富町、国富町、綾町、木城町、川南町、都農町、門川町、美郷町、高千穂町、
日之影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、農林水産省など。       
 
＜請求可能時期＞
　工期の２分の１を経過し、かつ工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の出
来高が５０％以上となったとき。

＜中間前払のメリット＞
　①　簡単な手続で工事代金が早く受け取れます。
　②　一括現金払出のため、迅速な支払ができます。
　③　保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例：中間前払金１０００万円の場合、保証料はわずか６５００円です。

平成25年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成26年１月末現在）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率（件数） 増減率（請負金額）

国 土 交 通 省 10 1,328,523 66.7％ 37.8％

宮　崎　県 150 5,896,510 29.3％ 3.6％

宮　崎　市 48 1,503,117 17.1％ ▲11.6％

都　城　市 24 1,566,353 33.3％ 73.1％

延　岡　市 25 542,466 ▲3.8％ ▲16.4％

日　南　市 4 779,074 100.0％ 1899.9％

小   林　市 12 244,753 140.0％ 186.5％

日　向　市 4 70,392 ＜　 ＜　

西　都　市 2 29,219 ＜　 ＜　

え び の 市 1 100,485 ▲66.7％ 219.0％

国　富　町 1 14,280 ＜　 ＜　

綾 　 町 1 9,063 ＜　 ＜　

都　農　町 1 273,000 ＜　 ＜　

高 千 穂 町 1 5,775 ＜　 ＜　

日 之 影 町 1 71,872 ＜　 ＜　

美　郷　町 4 257,134 33.3％ 167.1％

宮 崎 大 学 3 1,037,557 ▲70.0％ ▲70.0％

都城工業高専 1 92,400 ＜　 ＜　

計 293 13,821,977 24.7％ 0.3％

●問い合わせ先：西日本建設業保証（株）宮崎支店
　　　　　　　　電 話 0985-24-5656　FAX 0985-20-1167
　　　　　　　　URL http://www.wjcs.net/

２．中間前払金制度のご案内
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３．『保証ファクタリング』・ 『公共工事代金債権担保融資』
　　実施期間延長のお知らせ

URL:  http://www.wingbeat.net
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試験・研修等のご案内

※宮崎県は、すべての会場が、「テレビ講座」となります。

◇問い合わせ　㈱建設産業振興センター◇問い合わせ　㈱建設産業振興センター
　　　　　　　TEL03-5408-1889　　　　　　　TEL03-5408-1889
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書籍等のご案内
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2,9402,940 2,6462,646
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